　（平成２０年４月版）
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

指定障がい福祉サービス事業所
　

（居宅介護、重度訪問介護、行動援護）

　

自　　主　　点　　検　　表
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　◎　自主点検表記載にあたっての留意事項

　（１）　チェック項目については、基準どおり実施できている場合は「適」、基準どおり実施できていない（不十分な）場合は「不適」とし、該当する方の「□」に「レ」を記入してください。

　　　　　また、「ある」、「ない」のいずれかの項目の「□」に「レ」を記入してください。

　　　　　それ以外の項目については、具体的内容を記載してください。

　

　（２）　添付書類・・・・この自己点検表に添付して提出してください。

　

　

指定障がい福祉サービス事業所（居宅介護、重度訪問介護、行動援護）

自　　主　　点　　検　　表
	記入年月日
	平成　　年　　月　　日（　　）
	平 成　　　年　　　月 分

	指定年月日

（有効期間）
	平成　　年　　月　　日

（６年間：平成　　年　　月　　日まで）
	

	法人名称
	

	代表者職・氏名
	職　名
	
	氏　名
	

	事業所名称・サービスの種類・事業者番号
	事業所名称
	サービスの種類
	事業所番号

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	事業所所在地
	

	記入担当者
	職名
	
	氏名
	
	連絡先
	　　　－　　　－　　　　

	新体系移行前の事業種別
	

	運営の形態
（該当するものに○）
	　①多機能型　　　　　　　　　　　　　　　②複数事業所を一体管理（同一敷地内）
　③複数事業所を一体管理（同一敷地外）　　④独立運営

	運営の形態

（共同生活介護又は共同生活援助について該当するものに○及び記入）
	経過的居宅介護利用型共同生活介護・地域移行型ホーム・ホームヘルプを外部委託・小規模事業者
共同生活住居の数（　　　　住居）

	実施サービス

（該当するものに○、

基準該当事業については併せてサービス名を記入）
※実地指導対象事業所と同一敷地内で実施している事業のみ
	居宅介護、重度訪問介護、行動援護、療養介護、生活介護、児童デイサービス、短期入所、

重度障害者等包括支援、共同生活介護、共同生活援助、自立訓練（機能訓練）、自立訓練（生活訓練）、

就労移行支援、就労継続支援（Ａ型）、就労継続支援（Ｂ型）、障害者支援施設、旧法施設

	
	小規模通所授産施設、旧法施設（精神障がい者）、重症心身障害児施設、その他障がい児施設

	
	移動支援、相談支援、日中一時支援、福祉ホーム、地域生活支援センター、経過的デイサービス、

経過的精神障がい者地域生活支援センター、基準該当事業（　　　　　　　　　　　）

	
	老人福祉施設、老人保健施設、訪問介護、介護予防訪問介護、訪問入浴、予防介護訪問入浴、

訪問看護、介護予防訪問看護、訪問リハビリテーション、介護予防訪問リハビリテーション、

通所介護、介護予防通所介護、通所リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーション、

短期入所生活介護、介護予防短期入所生活介護、短期入所療養介護、介護予防短期入所療養介護、

特定施設生活介護、介護予防特定施設生活介護、福祉用具貸与、介護予防福祉用具貸与、

福祉用具販売、介護予防福祉用具販売、居宅介護支援、介護予防支援

	
	夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、
地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、

介護予防認知症対応型通所介護、介護予防小規模多機能型居宅介護、

介護予防認知症対応型共同生活介護


　
　

　

　
指定居宅介護事業所と指定重度訪問介護事業所の関係について

　
　
○　障害者自立支援法施行規則等の一部を改正する省令（平成18年厚生労働省令第168号）第1条の規定により改正される、改正後の障害者自立支援法施行規則（平成18年厚生労働省令第19号）第34条の7第2項の規定に基づき、居宅介護の事業を行う事業者は、当該事業者が別段の申出を行わない限り、重度訪問介護に係る事業者の指定を受けたものとなります。

	　
　障害者自立支援法施行規則（平成18年厚生労働省令第19号）

　第34条の7第2項

　　居宅介護に係る法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス（以下この項において「指定居宅介護」という。）の事業を行う事業所であって重度訪問介護に係る法第43条第1項の厚生労働省令で定める基準及び同条第2項の厚生労働省令で定める指定障害福祉サービスの事業の設備及び運営に関する基準を満たすものについては、重度訪問介護に係る法第29条第1項の指定を受けたものとする。ただし、指定居宅介護の事業を行う事業者が、別段の申出をしたときは、この限りでない。

　


　
○　このため、事業者の指定事務において、居宅介護に係る指定書交付の際に、次のとおり健康福祉部長通知を行っています。また、指定事業者名簿等において、居宅介護と重度訪問介護の両方に位置付けております。

	　
指定障がい福祉サービス事業所の指定について（通知）

　
　
　　平成●●年●●月●●日付けで申請のあった標記については、別添のとおり指定されました

ので通知します。

　　なお、これに伴い、障害者自立支援法施行規則等の一部を改正する省令（平成18年厚

生労働省令第168号）第1条の規定により改正される、改正後の障害者自立支援法施行

規則（平成18年厚生労働省令第19号）第34条の7第2項の規定に基づき、重度訪問介

護に係る障害者自立支援法（平成17年法律第123号）第29条第1項の指定を受けたも

のとなります。

　　つきましては、指定障がい福祉サービス事業所として、関係法令等を遵守し、適切な事業

　運営がなされるよう留意してください。

　　なお、重度訪問介護にかかる指定障がい福祉サービス事業の事業所番号については、居宅

　介護にかかる指定障がい福祉サービスの事業所番号と同一です。




　
○　実地指導の実施にあたって、このことを踏まえた取扱いを行うこととなりますが、指定居宅介護事業所にあっては、当該規定を認知せず、重度訪問介護の提供を想定していない事業所が相当数あるものと推測されます。

ついては、｢指定書交付に併せて健康福祉部長通知で知らせている｣旨を説明し、どうしても重度訪問介護事業を実施しないことを主張する場合は、「指定重度訪問介護事業者に係る廃止届出を提出する」よう指導してください。

　
　
●　法　：　「障害者自立支援法」（平成17年11月7日 法律第23号）

●　規則：　「障害者自立支援法施行規則」（平成18年2月28日 厚生労働省令第19号）

●　基準：　「障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等に関する省令」（平成18年9月29日 厚生労働省令第171号）
　　　　　　「指定障害福祉サービス事業者の人員、設備及び運営に関する基準」
　　　　　　第１章「総則」
　　　　　　第２章「居宅介護、重度訪問介護及び行動援護」
　

	項　　目
	実施状況

	
	適
	不適

	（変更の届出）
　次の事項に変更があったときは、１０日以内に都道府県知事に届け出ている。

　（法第46条第1項、規則第34条の7第1項第6号、規則第34条の23第1項第1・2・4号）
　ア　事業所の名称、所在地

　イ　申請者の名称、主たる事務所の所在地、代表者の氏名及び住所

　ウ　申請者の定款、寄付行為及びその登記事項証明書又は条例等
	□
	□

	（廃止、休止、又は再開の届出）
　当該指定障がい福祉サービスの事業を廃止し、休止し、又は再開したときは、下記事項について、都道府県知事に届け出ている。（法第46条第1項、規則第34条の23第3項）
　ア　廃止、休止、再開した年月日

　イ　廃止、休止した理由

　ウ　廃止、休止による利用者に対する措置

　エ　休止の予定期間
	□
	□

	（指定障がい福祉サービス事業者の一般原則）
①　利用者の意向、適性、障がいの特性その他の事情を踏まえた計画「個別支援計画」を作成し、これに基づき利用者に対して指定障がい福祉サービスを提供するとともに、その効果について継続的な評価を実施すること、その他の措置を講ずることにより利用者に対して適切かつ効果的に指定障がい福祉サービスを提供している。（基準第3条第1項）
	□
	□

	②　利用者又は障がい児の保護者の意思及び人格を尊重して、常に当該利用者又は障がい児の保護者の立場に立った指定障がい福祉サービスの提供に努めている。（基準第3条第2項）
	□
	□

	③　利用者の人権の擁護、虐待の防止等ため、責任者を設置する等必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講ずるよう努めている。

（基準第3条第3項）
	□
	□


　

　

第１節　基本方針

	項　　目
	実施状況

	
	適
	不適

	（指定居宅介護事業）
　利用者が居宅において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助を適切かつ効果的に行っている。（基準第4条第1項）
	□
	□

	（重度訪問介護事業）

　重度の肢体不自由者であって常時介護を要する障がい者が居宅において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該障がい者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事、外出時における移動中の介護並びに生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助を適切かつ効果的に行っている。（基準第4条第2項）
	□
	□

	（行動援護）

　利用者が居宅において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて、当該利用者が行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な援護、外出時における移動中の介護、排せつ及び食事等の介護その他の当該利用者が行動する際に必要な援助を適切かつ効果的に行っている。（基準第4条第3項）
	□
	□


　

第２節　人員に関する基準（重度訪問介護及び行動援護については、基準第7条による準用）
	項　　目
	実施状況

	
	適
	不適

	（従業者の員数）
①　「指定居宅介護（重度訪問介護、行動援護）事業者」が当該事業を行う「指定居宅介護（重度訪問介護、行動援護）事業所」ごとに置くべき従業者の員数は、常勤換算方法で、２．５以上となっている。（基準第5条）
　（指定居宅介護事業所における従業者の員数については、常勤換算方法で２．５人以上と定められたが、これについては、職員の支援体制等を考慮した最小限の員数として定められたものであり、各地域におけるサービス利用の状況や利用者数及び指定居宅介護の事業の業務量を考慮し、適切な員数の職員を確保するものとする。）
ア　１週あたりの事業所のサービス提供時間数

　　　　　　時間
イ　常勤の職員が１週あたり勤務すべき時間数

　　　　　　時間
ウ　常勤換算方法における人員（①÷②）

　　　　　　人（≧２．５）
　　※　勤務日及び勤務時間が不定期なヘルパー等「登録ヘルパー等」についての勤務延時間数の算定については、次のとおりの取扱いとする。
　　　ⅰ　登録従業者によるサービス提供の実績がある事業所については、登録従業者１人当たりの勤務時間数は、当該事業所の登録従業者の前年度の週当たりの平均稼働時間(サービス提供時間及び移動時間をいう。)とすること。
　　　ⅱ　登録従業者によるサービス提供の実績がない事業所又は極めて短期の実績しかない等のためイの方法によって勤務延時間数の算定を行うことが適当でないと認められる事業所については、当該登録従業者が確実に稼働できるものとして勤務表に明記されている時間のみを勤務延時間数に算入すること。なお、この場合においても、勤務表上の勤務時間数は、サービス提供の実態に即したものでなければならないため、勤務表上の勤務時間と実態が乖離していると認められる場合には、勤務表上の勤務時間の適正化の指導の対象となるものであること。
	□
	□

	②　指定居宅介護（重度訪問介護、行動援護）の提供にあたる従業者（ホームヘルパー）は、資格を有する者が行っている。（雇用契約時に資格証で確認していること。）（基準第5条）
　※　３級ヘルパー等の減算に該当するヘルパー（減算対象ヘルパー）の有無

居宅介護

３級ヘルパー資格者
有 ・ 無

　　　　　　人

知事承認ヘルパー資格者
有 ・ 無

　　　　　　人
重度訪問介護従業者養成研修資格者

有 ・ 無

　　　　　　人
旧日常生活支援従事者養成研修資格者

有 ・ 無

　　　　　　人
外出介護従業者養成研修資格者
有 ・ 無

　　　　　　人
行動援護

行動援護従事者養成研修を修了者で、知的障がい者・児・精神障がい者の福祉に関する事業（直接処遇に限る）の従事期間が１年以上２年未満の者
有 ・ 無

　　　　　　人
　
	□
	□

	③　事業所組織体制（ 平成　　年　　月　　日 現在 ）

事業所従業者数（実数）

左　欄　（　実　数　）　の　内　訳
居宅介護

重度訪問介護
行動援護

訪問介護

移動支援

□

□
□
□
□

管　　理　　者

　　　人

サービス提供責任者

　　　人

サービス提供職員

　　　人（うち非常勤： 　　人）

そ　　の　　他

（　　　　　　　）

　　　人（うち非常勤： 　　人）

※　訪問系のサービス提供を一体的に運営する場合、該当する事業の「□」に「レ」チェックし、従業者数を「事業所従業者数（実数）」欄に記入。
※　ただし、特定のサービス種別のみに従事する者については、「左欄（実数）の内訳」欄にその人数を記入。


　

　

	項　　目
	実施状況

	
	適
	不適

	（サービス提供責任者）
　指定居宅介護（重度訪問介護、行動援護）事業所ごとに、常勤の従業者であって専ら指定居宅介護（重度訪問介護、行動援護）の職務に従事するもののうち事業の規模に応じて一人以上の者をサービス提供責任者として従事させている。（基準第5条第2項）
　①　次の基準に照らし合わせ算出して得た数のうち、小さい方の数を必要数とし、それ以上のサービス提供責任者を配置すること。

　　　ア　事業所の月間のサービス提供時間（事業所における待機時間や移動時間を除く。）が概ね、４５０時間又はその端数を増すごとに１人以上。
　　　イ　事業所の従業者（ヘルパー）の員数が１０人又はその端数を増すごとに１人以上。
　　（具体的には、例えば、常勤職員4人で、そのサービス提供時間が合わせて320時間、非常勤職員が6人で、そのサービス提供時間が合わせて200時間である場合、当該事業所の延べサービス提供時間は520時間となるが、｢イ｣の基準により、配置すべきサービス提供責任者は１人で足りることとなる。）
ア　事業所の月間のサービス提供時間（月実績）････Ａ
Ｃ又はＤの
いずれか
小さい方の数
（必要数）

　　　　　　　人

居 宅 介 護
時間
Ａ÷４５０Ｈ＝Ｃ
重度訪問介護

時間
行動援護
時間
訪 問 介 護

時間
移 動 支 援

時間
合　　　　計

時間
イ　事業所の従業者（ヘルパー）の実員数････ Ｂ
人

Ｂ÷１０人＝Ｄ
　
	□
	□

	　②　管理者がサービス提供責任者を兼務している場合は、管理者の業務に支障のない場合に限っている。（基準第6条）
	□
	□

	　③　サービス提供責任者は、次の資格を有する常勤の者を選任すること。（基準第5条第1項）

　　《居宅介護、重度訪問介護》

　　　・　介護福祉士　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　人
　　　・　居宅介護従事者養成研修修了（１級）者　　　　　　　　　　　　　　　　　　　人
　　　・　居宅介護従事者養成研修修了（２級）し、かつ３年以上の介護等実務経験者
　　　　　人
　　《行動援護》

　　　・　介護福祉士、介護職員基礎研修修了者（規則第22条の23第1項）、

居宅介護従事者養成研修修了（１級）者、又は、
居宅介護従事者養成研修修了（２級）し、かつ３年以上の介護等実務経験者で、かつ、
　　　・　知的障がい者、精神障がい者又は障がい児の直接支援業務、知的障がい者又は知的障がい児の福祉に関する事業（直接処遇に限る。）に５年以上の実務経験を有する者　　　　　　　　人
	□
	□

	（管理者）
①　指定居宅介護（重度訪問介護、行動援護）事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置いている。（基準第6条）
	□
	□

	②　管理者が、事業所の他の職務に従事する場合、事業所と同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事する場合は、事業所の管理上支障がない場合に限っている。
兼務については、次の場合に限っている。（基準第6条）
　　（管理すべき事業所数が過剰であると判断される場合や、併設される入所施設において入所者に対しサービス提供を行う看護・介護職員と兼務する場合などは、管理業務に支障があると考えられる。ただし、施設における勤務時間が極めて限られている職員である場合等、個別に判断の上、例外的に認める場合があっても差し支えない。）

■職務の内容（事業所の名称、職種等）


	□
	□

	（変更の届出）
　指定障がい福祉サービス事業者は、事業所の管理者・サービス提供責任・（氏名、経歴及び住所）に変更があったときは、１０日以内に都道府県知事に届け出ている。

　（法第46条第1項、規則第34条の7第1項第6号、規則第34条の23第1項第1号）
	□
	□


　

サービス提供責任者の資格要件

　
　
●　居宅介護、重度訪問介護

　
１　介護福祉士 

２　「居宅介護従業者養成研修」の１級課程、「訪問介護員養成研修」１級課程を修了した者 

３　「居宅介護従業者養成研修」の２級課程、「訪問介護員養成研修」２級課程を修了した者であって、
実務経験が３年以上の者（※）
※　「実務経験」に該当する職種等については、大阪府のホームページ「支援費制度（障がい者自立支援制度）情報」に掲載した「実務経験対象施設（事業）種類及び職種一覧」を参照してください。

※　重度訪問介護を専ら行う指定事業者については、上記の資格を持つサービス提供責任者を確保できない場　　　合には、従業者のうち相当の知識と経験を有する者をサービス提供責任者として選任することができます。
　
●　行動援護

	　
下記１から３の要件を全て満たすことができる者。

１　下記Ａ表中のいずれかの資格を有していること。

２　下記Ｂ表中の「施設・事業種別」欄の施設又は事業において、同表中の「職種」欄の職種に通算１８２５日（５年）以上就労している又は就労した実績を有すること。

３　下記Ｂ表中の「施設・事業種別」欄の施設又は事業において、同表中の「職種」欄の職種に通算９００日以上、介護等の業務に従事した経験を有すること。

　

Ａ表
ア

介護福祉士

イ

「居宅介護従業者養成研修」の１級課程又は２級課程を修了し、当該研修の事業を行った者から当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けた者

ウ

平成１５年２月２２日以前に、介護保険法上の「訪問介護員養成研修」の１級課程又は２級課程を修了し、 当該研修の事業を行った者から当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けた者

エ

「知的障がい者移動介護従業者養成研修」の課程を修了し、当該研修の事業を行った者から当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けた者

　

Ｂ表
施設・事業種別

職種

知的障がい児施設・自閉症児施設・知的障がい児通園施設

・保育士

・介助員

・介護等の業務を行う看護助手

　

　

重症心身障がい児施設・重症心身障がい児（者）通園事業を行う施設

重症心身障がい児施設の委託を受けた国立療養所等の医療機関（指定国立療養所等）

児童居宅介護事業（知的障がい児に限る）

・ホームヘルパー

・ガイドヘルパー

知的障がい者更生施設・知的障がい者授産施設・知的障がい者短期入所事業を行う施設

・生活指導（支援）員、介助員等のうち、専ら介護等の業務を行う職員

（生活支援員、作業指導員等）

　

　

知的障がい者デイサービスセンター・知的障がい者デイサービス事業を行う施設

知的障がい者通所援護事業を行う施設（全日本手をつなぐ育成会から助成のあるものに限る）

知的障がい者居宅介護事業

・ホームヘルパー

・ガイドヘルパー

　


　
第３節　設備に関する基準（重度訪問介護及び行動援護は、基準第8条第2項による準用）
	項　　目
	実施状況

	
	適
	不適

	（設備）
　①　事業の運営を行うために必要な面積を有する専用の事務室を設けている。

　　（従業者数に見合った机・いす等が収容できるスペースが確保している。）

（基準第8条第1・2項）
	□
	□

	　②　利用申込の受付、相談等に対応するのに適切なスペースを確保している。

　　（壁、パーテーション等により、相談内容が漏洩しないように配慮している。）

（基準第8条第1・2項）
	□
	□

	（備品）
　①　利用者にかかる各種記録類等を保管するものにあっては、個人情報の漏洩防止の観点から配慮されたもの（扉がガラスでないもの、施錠可能なものほか）を備えている。

（基準第8条第1・2項）
	□
	□

	　②　手指を洗浄するための設備等を備え、感染症予防のための配慮を行っている。

（基準第8条第1・2項）
	□
	□

	（変更の届出）
　指定障がい福祉サービス事業者は、専用の区画等（事業所の平面図）に変更があったときは、１０日以内に都道府県知事に届け出ている。

　　　　　（法第46条第1項、規則第34条の7第1項第5号、規則第34条の23第1項第1号）
	□
	□


　
　
第４節　運営に関する基準（重度訪問介護は第43条第1項、行動援護は第43条第２項による準用）
	項　　目
	実施状況

	
	適
	不適

	（内容及び手続の説明及び同意）

　①　利用者から利用の申込みがあった場合には、利用者に対し適切な指定居宅介護を提供するため、その提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者等に対し、当該指定居宅介護事業所の運営規程の概要、従業者の勤務体制、事故発生時の対応、苦情解決の体制等の重要事項について、説明を行っている。（基準第9条第1項）
	□
	□

	　②　①の説明には、次の内容が含まれている。（基準第9条第1項）

　（重要事項記載事項）

ア　事業者、事業所の概要（名称、住所、所在地、連絡先など）
有・無
イ　運営規程の概要（目的、方針、営業日時、利用料金、通常の事業の実施地域、提供する指定居宅介護の内容及び提供方法など）

有・無
ウ　管理者氏名及び従業者の勤務体制

有・無
エ　指定居宅介護の提供につき利用者が支払うべき額に関する事項

有・無
オ　その他費用（交通費など）について

有・無
カ　利用料、その他費用の請求及び支払い方法について

有・無
キ　居宅介護従業者等の勤務体制

有・無
ク　秘密保持と個人情報の保護（使用同意など）について
有・無
ケ　事故発生時の対応（損害賠償の方法を含む）
有・無
コ　緊急時の対応方法及び連絡先

有・無
サ　苦情処理の体制及び手順、苦情相談の窓口、苦情・相談の連絡先

有・無
シ　事業者、事業所、利用者（場合により代理人）による説明確認欄

有・無
ス　虐待防止
有・無
セ　指定居宅介護の提供開始年月日
有・無
　
	□
	□


　
　

	項　　目
	実施状況

	
	適
	不適

	　③　サービスの内容及び利用料等について、当該利用申込者の同意を得ている。
（基準第9条第1項）
	□
	□

	　④　①の説明にあたっては、利用者の障がいの特性に応じた適切な配慮をしつつ、わかりやすい説明書やパンフレット等の文書を交付して懇切丁寧に説明を行っている。（基準第9条第2項）

ア　視覚障がい者に対しては、点字文字文書、拡大文字文書、録音テープ等の活用
有・無
イ　聴覚障がい者に対しては、手話通訳等のコミュニケーション手段の活用

有・無
ウ　知的障がい者に対しては、ルビ付き文書、絵文字、ビデオテープの活用
有・無
　
	□
	□

	　⑤　社会福祉法第77条（利用契約の成立時の書面の交付）の規定に基づき重要事項説明書及び契約書等の交付を行っている。（基準第9条第2項）

　　　（重要事項説明書には、利用者の署名・捺印を受けている。）
	□
	□

	　⑥　④の重要事項説明書及び契約書等の交付にあたっては、利用者の障がいの特性に応じて適切な対応を行っている。（基準第9条第2項）

ア　視覚障がい者に対しては、点字文字文書、拡大文字文書、録音テープ等の活用
有・無
イ　知的障がい者に対しては、ルビ付き文書、絵文字、ビデオテープの活用

有・無
　
	□
	□

	（契約支給量の報告等）

　①　指定居宅介護を提供するとき（契約締結時）には、次の内容（受給者証記載事項）を支給決定障がい者等の受給者証に記載している。（基準第10条第1項）

ア　事業者及び事業所の名称

有・無
イ　指定居宅介護の内容

有・無
ウ　月あたりの契約支給量

有・無
エ　契約日

有・無
オ　事業者確認印（押印）

有・無
　
	□
	□

	　②　契約支給量の変更や解約等、当該契約に係る指定居宅介護の提供が終了したときは、次の内容（受給者証記載事項）を利用者の受給者証に記載している。（基準第10条第1項）
ア　契約支給量によるサービス提供終了日

有・無
イ　サービス提供終了月中の終了日までの既提供量

有・無
ウ　事業者確認印（押印）

有・無
　
	□
	□

	　③　契約支給量の総量は、当該支給決定障がい者等の支給量の範囲内である。

（基準第10条第2項）
	□
	□

	　④　指定居宅介護の利用に係る契約をしたときは受給者証記載事項を市町村に対し、遅滞なく報告（「契約内容報告書」の提出）している。（基準第10条第3項）
	□
	□

	　⑤　受給者証記載事項に変更があった場合についても、①から④の手続きを行っている。

（基準第10条第4項）
	□
	□


　

　

　

　

　
	項　　目
	実施状況

	
	適
	不適

	（提供拒否の禁止）
　正当な理由なく指定居宅介護の提供を拒否していない。（基準第11条）

　○　提供を拒むことのできる正当な理由

　　ア　当該事業所の現員からは利用申込みに応じきれない場合

　　イ　利用申込者の居住地が当該事業所の通常の事業の実施地域外である場合

　　ウ　運営規程で定める、事業の主たる対象とする障がいの種類以外の利用者からサービスの申込みがあった場合

　　エ　その他利用申込者に対し自ら適切な指定居宅介護を提供することが困難な場合

　　（例：利用申込者が主たる対象者以外の場合、障がい特性に応じた有資格者がいない場合など）
	□
	□

	（連絡調整に対する協力）

　指定居宅介護の利用について市町村又は相談支援事業を行う者が行う連絡調整に、できる限り協力している。（基準第12条）
	□
	□

	（サービス提供困難時の対応）
　指定居宅介護事業所の通常の事業の実施地域（当該事業所が通常時にサービスを提供する地域をいう。）等を勘案し、利用申込者に対し自ら適切な指定居宅介護を提供することが困難であると認めた場合は、適当な他の指定居宅介護事業者等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じている。

（基準第13条）
	□
	□

	（受給資格の確認）
　指定居宅介護の提供を求められた場合は、その者の提示する受給者証によって、支給決定の有無、支給決定の有効期間、支給量等を確認している。（基準第14条）
	□
	□

	（介護給付費の支給の申請に係る援助）
　①　居宅介護に係る支給決定を受けていない者から利用の申込みがあった場合は、その者の意向を踏まえて速やかに介護給付費の支給の申請が行われるよう必要な援助を行っている。

（基準第15条第1項）
	□
	□

	　②　居宅介護に係る支給決定に通常要すべき標準的な期間を考慮し、支給決定の有効期間の終了に伴う介護給付費の支給申請について、必要な援助を行っている。（基準第15条第2項）
	□
	□

	（心身の状況等の把握）
　指定居宅介護の提供に当たっては、障がい者等の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めている。（基準第16条）

　（府が示している利用者調査票（アセスメント等）の活用等）
	□
	□

	（指定障がい福祉サービス事業者等との連携）
　①　指定居宅介護を提供するに当たっては、他の指定障がい福祉サービス事業者その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めている。（基準第17条第1項）

　　（連携ノート、サービス提供実績報告書の活用など）
	□
	□

	　②　指定居宅介護の提供の終了に際しては、障がい者等又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めること。

（基準第17条第2項）
	□
	□

	（身分を証する書類の携行）
　①　指定居宅介護事業者は、従業者に身分を証する書類を携行させ、初回訪問時及び支給決定障がい者等から求められたときは、これを提示すべき旨を指導している。（基準第18条）
	□
	□

	　②　身分を証する書類には、ア指定居宅介護事業所の名称、イ当該従業者の氏名を記載するものとし、ウ事業所の電話番号等や、エ当該従業者の写真の貼付、オ職能の記載を行なっている。（基準第18条）

ア　事業所の名称

有・無
ウ　事業所の電話番号等

有・無
イ　従業者の氏名

有・無
エ　従業者の写真

有・無
オ　職能（ﾎｰﾑﾍﾙﾊﾟｰ○級）・職名

有・無
　
	□
	□

	　項　　目
	実施状況

	
	適
	不適

	（サービスの提供の記録）
　①　指定居宅介護を提供した際は、当該指定居宅介護の提供日、内容（身体介護と家事援助の別など）その他必要な事項（実績時間数、利用者負担額など）を、指定居宅介護の提供の都度記録している。（基準第19条第1項）
	□
	□

	　②　指定居宅介護事業者は、①による記録に際しては、支給決定障がい者等から指定居宅介護を提供したことについて確認を受けている。（基準第19条第2項）

　　（確認の証しとして、印又はサインをもらっている。）
	□
	□

	（指定居宅介護事業者が支給決定障がい者等に求めることのできる金銭の支払の範囲等）
　①　指定居宅介護を提供する支給決定障がい者等に対して金銭の支払を求めているのは、当該金銭の使途が直接障がい者等の便益を向上させるものであって、当該支給決定障がい者等に支払を求めることが適当であるものに限っている。（基準第20条第1項）

（例えば、サービス提供の交換条件あるいは前提条件に、年会費や登録料、寄付金等を強要していない。）
	□
	□

	　②　①により金銭の支払を求める際は、当該金銭の使途及び額並びに支給決定障がい者等に金銭の支払を求める理由について書面によって明らかにするとともに、支給決定障がい者等の同意を得ている。（基準第20条第2項）
	□
	□

	（利用者負担額等の受領）
　①　指定居宅介護を提供した際は、支給決定障がい者等から当該指定居宅介護に係る利用者負担額の支払を受けている。（基準第21条）
	□
	□

	　②　法定代理受領を行わない指定居宅介護を提供した際は、支給決定障がい者等から当該指定居宅介護に係る指定障がい福祉サービス等費用基準額の支払を受けている。（基準第21条第2項）
	□
	□

	　③　①・②の支払を受ける額のほか、支給決定障がい者等の選定により通常の事業の実施地域以外の地域において指定居宅介護を行う場合は、それに要した交通費（移動に要する実費）の額以外の額の支払いを利用者から受けていない。（基準第21条第3項）
	□
	□

	　④　①・②・③の費用の支払を受けた場合は、当該費用に係る領収証を、当該費用を支払った支給決定障がい者等に対し交付している。（基準第21条第4項）
	□
	□

	　⑤　③の費用の額（支給決定障がい者等の選定により通常の事業の実施地域以外の地域において指定居宅介護を行う場合に、それに要した交通費（移動に要する実費））に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、支給決定障がい者等に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、支給決定障がい者等の同意を得ている。（基準第21条第5項）
	□
	□

	（利用者負担額等に係る管理）
　①　支給決定障がい者等の依頼を受けて、当該支給決定障がい者等が同一の月に、指定障がい福祉サービス、指定施設支援を受けたときは、当該支給決定障がい者等が当該同一の月に受けた指定障がい福祉サービスに要した費用に係る「利用者負担額等合計額」を算定している。(基準第22条)
	□
	□

	　②　①の場合において、「利用者負担額等合計額」が、負担上限月額又は高額障がい福祉サービス費算定基準額を超えるときは、指定居宅介護事業者は、当該指定障がい福祉サービス、指定施設支援の状況を確認の上、「利用者負担額等合計額」を市町村に報告するとともに、支給決定障がい者等及び当該他の指定障がい福祉サービス等を提供した指定障がい福祉サービス事業者等に通知している。（基準第22条）

ア　事業者は、上限管理対象者に対し、サービス利用契約時に、上限管理の趣旨、上限管理者決定のルール、上限管理事務等の概要を説明し、上限額管理者となることを含めて合意形成を図っている。

適・不適
イ　上限額管理者は、上限額管理者が決ったときは、「利用者負担上限額管理事務依頼（変更）届出書」に受給者証を添えて、速やかに市町村にその旨を届け出ている。

適・不適
ウ　事業所は、毎月３日までに利用者負担額一覧表を作成して、上限額管理者に提供している。

適・不適

エ　上限額管理者は、毎月６日までに利用者負担上限額管理結果票を作成し、利用者に内容の確認を求め、署名又は記名押印を受けた上で、当該結果表を関係事業者に送付している。
適・不適

　
	□
	□


　
	項　　目
	実施状況

	
	適
	不適

	（介護給付費の額に係る通知等）
　①　法定代理受領により市町村から指定居宅介護に係る介護給付費の支給を受けた場合は、支給決定障がい者等に対し、当該支給決定障がい者等に係る介護給付費の額を通知している。

（基準第23条第1項）
	□
	□

	　②　法定代理受領を行わない指定居宅介護に係る費用の支払を受けた場合は、その提供した指定居宅介護の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を支給決定障がい者等に対して交付している。（基準第23条第2項）

　　（提供した指定居宅介護の内容、費用の額その他利用者が市町村に対し介護給付費を請求する上で必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を交付している。）
	□
	□

	（指定居宅介護の基本取扱方針）
　①　障がい者等が居宅において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該障がい者等の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じ適切に提供している。

（基準第24条第1項）

　　（漫然かつ画一的に提供されることがないよう、個々の利用者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて適切に提供している。）
	□
	□

	　②　提供する指定居宅介護の質の評価を行い、常にその改善を図っている。

（基準第24条第2項）

　　（提供された指定居宅介護については、目標達成の度合いや利用者の満足度等について常に評価を行うとともに、居宅介護計画の見直しを行うなど、その改善を図っている。）
	□
	□

	（指定居宅介護の具体的取扱方針）
　①　指定居宅介護の提供に当たっては、居宅介護計画に基づき、障がい者等が日常生活を営むのに必要な援助を行っている。（基準第25条第1項）
	□
	□

	　②　指定居宅介護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、障がい者等又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行っている。

（基準第25条第2項）
	□
	□

	　③　指定居宅介護の提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行っている。（基準第25条第3項）

　　（指定居宅介護の提供に当たっては、介護技術の進歩に対応した適切なサービスが提供できるよう、常に新しい技術を習得する等、研鑽を行っている。）
	□
	□

	　④　常に障がい者等の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、障がい者等又はその家族に対し、適切な相談及び助言を行っている。（基準第25条第1項）
	□
	□

	（居宅介護計画の作成）
　①　サービス提供責任者が、障がい者等又は障がい児の保護者の日常生活全般の状況及び希望等を踏まえて、具体的なサービスの内容等を記載した居宅介護計画を作成している。

（基準第26条第1項）

　　（居宅介護計画書の作成に当たっては、利用者の状況を把握・分析し、居宅介護の提供によって解決すべき問題状況を明らかにし（アセスメントの実施（利用者調査表））、これに基づき、援助の方向性や目標を明確にし、担当する従業者の氏名、従業者が提供するサービスの具体的内容、所要時間、日程等（手順書（指示書））を明らかにしている。）
	□
	□

	　②　サービス提供責任者が、①の居宅介護計画を作成した際は、障がい者等及びその同居の家族にその内容を説明するとともに、当該居宅介護計画を交付している。（基準第26条第2項）

　　（②の方法については、第9条（第1項・第2項）の「内容及び手続きの説明及び同意」に準じて実施している。）
	□
	□

	　③　サービス提供責任者は、居宅介護計画作成後においても、当該居宅介護計画の実施状況の把握を行い、必要に応じて当該居宅介護計画の変更を行っている。（基準第26条第3項）

　　（サービス提供責任者は、他の従業者の行なうサービスが居宅介護計画に沿っているかについて把握するとともに助言・指導等必要な管理を行なっている。）
	□
	□

	　④　居宅介護計画の変更の際には、①・②の手続きを行っている。（基準第26条第4項）
	□
	□

	（同居家族に対するサービス提供の禁止）
　従業者に、その同居の家族である障がい者等に対する居宅介護の提供をさせていない。

（基準第27条）
	□
	□


　

	項　　目
	実施状況

	
	適
	不適

	（緊急時等の対応）
　従業者は、現に指定居宅介護の提供を行っているときに障がい者等に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、（緊急時の対応マニュアル等に従い、）速やかに医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じている。（基準第28条）
	□
	□

	（支給決定障がい者等に関する市町村への通知）
　指定居宅介護を受けている支給決定障がい者等が偽りその他不正な行為によって介護給付費の支給を受け、又は受けようとしたときは、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知している。

（基準第29条）
	□
	□

	（管理者及びサービス提供責任者の責務）

　①　管理者は、従業者及び業務の管理を一元的に行っている。（基準第30条第1項）
	□
	□

	　②　管理者は、従業者に、この規定（障害者自立支援法に基づく指定障がい福祉サービスの事業等の人員、設備、及び運営に関する基準）を遵守させるため必要な指揮命令を行っている。

（基準第30条第2項）
	□
	□

	　③　サービス提供責任者は、基準第26条第1項から第4項（「居宅介護計画の作成」）に規定する業務のほか、指定居宅介護事業所に対する指定居宅介護の利用の申込みに係る調整、従業者に対する技術指導等のサービスの内容の管理等を行っている。（基準第30条第2項）
	□
	□

	（運営規程）
　指定居宅介護事業所ごとに、次の各号に掲げる事業の運営についての重要事項に関する運営規程を定めている。（基準第31条）
ア　事業の目的及び運営の方針

有・無
イ　従業者の職種、員数及び職務の内容

有・無
ウ　営業日及び営業時間
有・無
エ　指定居宅介護の内容並びに利用者から受領する費用の種類及びその額

有・無
オ　通常の事業の実施地域

有・無
カ　緊急時等における対応方法

有・無
キ　事業の主たる対象とする障がいの種類を定めた場合には当該障がいの種類

有・無
ク　虐待の防止のための措置に関する事項

有・無
ⅰ　虐待防止に関する責任者の選定

有・無
ⅱ　青年後見制度の利用支援

有・無
ⅲ　苦情解決体制の整備

有・無
ⅳ　従業者に対する虐待の防止を啓発・普及するための研修の実施等

有・無
ケ　その他運営に関する重要事項

有・無
　
	□
	□

	（介護等の総合的な提供）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※行動援護を除く
　指定居宅介護の提供に当たっては、特定の援助に偏ることなく、入浴、排せつ、食事等の介護又は調理、洗濯、掃除等の家事を常に総合的に提供している。（基準第32条）

※重度訪問介護は、「・・・食事等の介護、外出時における移動中の介護又は調理、・・・」
	□
	□

	（勤務体制の確保等）
　①　障がい者等に対し適切な指定居宅介護を提供できるよう、指定居宅介護事業所ごとに、従業者の勤務の体制を定めている。（基準第33条第1項）

　　（指定居宅介護事業所ごとに、原則として月ごとに、従業者について、日々の勤務時間、職務の内容、常勤・非常勤の別、管理者との兼務関係、サービス提供責任者である旨等を明確にした勤務表（「勤務形態一覧表」）を作成している。）
	□
	□

	　②　指定居宅介護事業所ごとに、当該指定居宅介護事業所の従業者（雇用契約その他の契約により、当該事業所の管理者の指揮命令下にある従業者を指すものであること。）によって指定居宅介護を提供している。（基準第33条第2項）
	□
	□

	　③　指定居宅介護事業者は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を（計画的に）確保している。（基準第33条第3項）
	□
	□

	項　　目
	実施状況

	
	適
	不適

	（衛生管理等）
　①　従業者の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理（従業者の健康診断の結果の把握など）を行っている。（基準第34条第1項）
	□
	□

	　②　指定居宅介護事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めている。

（基準第34条第2項）

ア　感染症マニュアル

有・無
イ　手指を洗浄するための設備

有・無
ウ　使い捨ての手袋等

有・無
エ　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　
	□
	□

	（掲示）
　指定居宅介護事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、従業者の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示している。（基準第35条）

ア　運営規程の概要（目的、方針、営業日時、利用料金、通常の事業の実施地域、提供する指定居宅介護の内容及び提供方法など）

有・無
イ　居宅介護従業者等の勤務体制

有・無
ウ　秘密保持と個人情報の保護（使用同意など）について
有・無
エ　事故発生時の対応（損がい賠償の方法を含む）
有・無
オ　苦情解決の体制及び手順、苦情相談の窓口、苦情・相談の連絡先

（事業者、市町村など）

有・無
　
	□
	□

	（秘密保持等）
　①　従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た障がい者等又はその家族の秘密は保持している。（基準第36条第1項）
	□
	□

	　②　従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た障がい者等又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じている。（基準第36条2項）

　　（当該指定居宅介護事業所の従業者が、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持すべき旨を、従業者との雇用時等に、在職中及び退職後の守秘義務について就業規則、雇用契約、労働条件通知書、誓約書等で取り決めている。）
	□
	□

	　③　他の指定居宅介護事業者等に対して、障がい者等に関する情報を提供する際には、あらかじめ文書により利用者及びその家族の同意（同意書）を得ている。（基準第36条3項）
	□
	□

	（情報の提供等）
　①　指定居宅介護事業者は、指定居宅介護を利用しようとする者が、適切かつ円滑に利用することができるように、当該指定居宅介護事業者に関する情報の提供を行うよう努めている。

（基準第37条第1項）
	□
	□

	　②　当該指定居宅介護事業者について広告をする場合は、その内容が虚偽又は誇大なものではない。（基準第37条第2項）
	□
	□

	（利益供与等の禁止）
　①　相談支援事業を行う者若しくは他の障がい福祉サービスの事業を行う者等又はその従業者に対し、利用者又はその家族に対して当該指定居宅介護事業者を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を供与していない。（基準第38条第1項）
	□
	□

	　②　相談支援事業を行う者若しくは他の障がい福祉サービスの事業を行う者等又はその従業者から、利用者又はその家族を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を収受していない。（基準第38条第2項）
	□
	□


　

　

　

	項　　目
	実施状況

	
	適
	不適

	（苦情解決）

　①　提供した指定居宅介護に関する障がい者等又はその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じている。

（基準第39条第1項）

　　（苦情がサービスの質の向上を図る上での重要な情報であるとの認識に立ち、苦情の内容を踏まえ、サービスの質の向上に向けた取組を自ら行なっている。）

　　○　必要な措置の例

ア　重要事項の掲示に苦情解決の体制及び手順、苦情相談の窓口、苦情・相談の連絡先が記載されている。

有・無
イ　苦情台帳（連絡シート）が整備されている。

有・無
ウ　第三者委員の設置している。

有・無
エ　苦情に対する措置（対応）が最後（利用者への報告）まで整理の上、完結的に記録されている。

有・無
オ　苦情であるかないかを事業所で判断せず、利用者からの意見を記録している。

有・無
　
	□
	□

	　②　①の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を（苦情台帳（連絡シート）に）記録すること。（基準第39条第2項）
	□
	□

	　③　提供した指定居宅介護に関し、市町村が行う報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員からの質問若しくは指定居宅介護事業所の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び障がい者等又はその家族からの苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行っている。（基準第39条3項、法第10条第1項）
	□
	□

	　④　提供した指定居宅介護に関し、都道府県知事が行う報告若しくは指定居宅介護の提供の記録、帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員からの質問に応じ、及び利用者又はその家族からの苦情に関して都道府県知事が行う調査に協力するとともに、都道府県知事から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行っている。（基準第39条第4項、法第11条第2項）
	□
	□

	　⑤　提供した指定居宅介護に関し、都道府県知事又は市町村長が行う報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員からの質問若しくは指定居宅介護事業所の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び障がい者等又はその家族からの苦情に関して都道府県知事又は市町村長が行う調査に協力するとともに、都道府県知事又は市町村長から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行っている。

（基準第39条第5項、法第48条第1項）
	□
	□

	　⑥　都道府県知事、市町村又は市町村長から求めがあった場合には、③から⑤までの改善の内容を都道府県知事、市町村又は市町村長に報告している。
	□
	□

	　⑦　指定居宅介護事業者は、社会福祉法第83条に規定する運営適正化委員会が行う調査又はあっせんにできる限り協力している。（基準第39条第7項、社会福祉法第83・85条）
	□
	□

	（事故発生時の対応）第40条

　①　障がい者等に対する指定居宅介護の提供により事故が発生した場合は、市町村、当該障がい者等の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じている。（基準第40条第1項）

　　○　必要な措置：

ア　事故及びひやり・はっと報告書の作成

有・無
イ　事故及びひやり・はっと報告書の台帳

有・無
ウ　市町村への報告

有・無
エ　事故及びひやり・はっとの分析

有・無
　
	□
	□

	　②　①の事故の状況及び事故に際して採った処置について、記録している。

（基準第40条第2項）
	□
	□


　

　
　

	項　　目
	実施状況

	
	適
	不適

	　③　指定居宅介護事業者は、障がい者等に対する指定居宅介護の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行っている。（基準第40条第3項）
ア　事故が発生した場合の対応方法について、

あらかじめ定めている。（事故対応マニュアル）

有・無
イ　損害賠償保険に加入している。

有・無
ウ　事故が生じた際にはその原因を解明し、再発生を防ぐための対策を講じている。

有・無
　
	□
	□

	（会計の区分）
　指定居宅介護事業所ごとに経理を区分するとともに、指定居宅介護の事業の会計とその他の事業の会計を区分している。（基準第41条）
	□
	□

	（記録の整備）
　①　従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備している。（基準第42条第1項）
	□
	□

	　②　障がい者等に対する指定居宅介護の提供に関する諸記録を整備し、当該指定居宅介護を提供した日から５年間保存している。（基準第42条第2項）

ア　居宅介護計画書

有・無
イ　提供した個々の指定居宅介護に係る記録

有・無
ウ　支給決定障がい者等が、偽りその他不正な行為によって介護給付費の支給を受け、又は受けようとしたときに、市町村に対して行った通知に係る記録。

有・無
　
	□
	□

	（変更の届出）
　指定障がい福祉サービス事業者は、運営規程に変更があったときは、１０日以内に都道府県知事に届け出ている。

　　　　　（法第46条第1項、規則第34条の7第1項第7号、規則第34条の23第1項第1号）
	□
	□


　
　
　
　

　

◎　障がい福祉サービス費の算定及び取扱い
（告示：第523号・第539号（H18.9.29）、留意事項：障発第1031001号部長通知（H18.10.31））
	項　　目
	実施状況

	
	適
	不適

	基本的事項
	（介護給付費、訓練等給付費の報酬算定の方法）

　介護給付費、訓練等給付費の報酬算定については、次の方法によっている。

　●　介護給付費、訓練等給付費の報酬算定の方法

　　①　サービスコード単位数の抽出

　　　　　サービスコード表よりサービスコード単位数を抽出する。

　　②　給付単位数（サービス単位数）の算出

　　　　　サービスコード単位数に一月の提供回数を乗じる。

　　　　　給付単位数　＝　サービスコード単位数　×　提供回数

　　③　総費用額（１００／１００）の算出（端数処理：小数点以下切捨て）

　　　　　サービス種別ごとに一月分のサービス単位数を合算し、一月分の給付単位数を求める。

　　　　　総費用額　＝　給付単位数　×　単位数単価（１０円×地域区分率）

　　④　介護給付費の算出（端数処理：小数点以下切捨て）

　　　　　総費用額に給付率（９０／１００）を乗じて介護給付費を算出する。

　　　　　介護給付費　＝　総費用額　×　給付率

　　⑤　利用者負担額の算出

　　　　　総費用額から介護給付費を控除した額

　　　　　利用者負担額　＝　総費用額　－　介護給付費（④）
	□
	□

	居宅介護サービス費
	身体介護中心
	○　下記の内容に留意し、所定単位数を算定している。
　ア　３級ヘルパー又は知事承認ヘルパーによるサービス提供

　：所定単位数の７０／１００に相当する単位数

　イ　重度訪問介護従事者養成研修又は旧日常生活支援従事者養成研修を修了したヘルパーによるサービス提供

　　・　所要時間３時間未満の場合：重度訪問介護の所定単位数

　　・　所要時間３時間以上の場合
　　　　　　　　　　　　：　５５０単位に３時間から計算して所要時間３０分を増すごとに７０単位を加算した単位数
	□
	□

	
	通院介助
（身体介護を伴う場合）
中心
	○　下記の内容に留意し、所定単位数を算定している。
　ア　３級ヘルパー又は知事承認ヘルパー若しくは外出介護従事者養成研修を修了したヘルパーによるサービス提供

：所定単位数の７０／１００に相当する単位数

　イ　重度訪問介護従事者養成研修を修了したヘルパーによるサービス提供

　　ⅰ　所要時間３時間未満の場合：重度訪問介護の所定単位数

　　ⅱ　所要時間３時間以上の場合
　　　　　　　　　　　　：　５５０単位に３時間から計算して所要時間３０分を増すごとに７０単位を加算した単位数
	□
	□

	
	家事援助
中心
	○　下記の内容に留意し、所定単位数を算定している。
　ア　３級ヘルパー又は知事承認ヘルパー若しくは重度訪問介護従事者養成研修を修了したヘルパーによるサービス提供

：所定単位数の９０／１００に相当する単位数
	□
	□

	
	通院介助
（身体介護を伴わない
場合）中心
	○　下記の内容に留意し、所定単位数を算定している。
　ア　３級ヘルパー又は知事承認ヘルパー若しくは重度訪問介護従事者養成研修又は外出介護従事者養成研修を修了したヘルパーによるサービス提供

：所定単位数の９０／１００に相当する単位数
	□
	□

	
	通院等
乗降介助
	○　下記の内容に留意し、所定単位数を算定している。
　ア　３級ヘルパー又は知事承認ヘルパー若しくは重度訪問介護従事者養成研修又は外出介護従事者養成研修を修了したヘルパーによるサービス提供

：所定単位数の９０／１００に相当する単位数
	□
	□


　
　

	項　　目
	実施状況

	
	適
	不適

	重度訪問介護
サービス費
	○　下記の内容に留意し、所定単位数を算定している。
　　ア　１回あたりの所要時間４０分程度以上のサービス提供について、１日分の所要時間数を通算した時間数で算定する。

　　イ　１日分の所要時間数を通算した結果、１時間に満たない端数が生じた場合、当該端数を報酬として算定する場合の所要時間は４０分程度以上とする。

　　ウ　区分６（障がい児にあっては、これに相当する心身の状態）に該当し、意思疎通を図ることに著しい支障がある者であって、次の（１）又は（２）のいずれかに該当する利用者に対するサービス提供は、所定単位数の１５／１００に相当する単位数を所定単位数に加算

　　　（１）　重度訪問介護の対象となる心身の状態にある者であって、四肢すべてに麻痺等があり、かつ、寝たきりの状態にある者のうち、次の（ⅰ）又は（ⅱ）のいずれかに該当する者であること。

　　　　　　　（ⅰ）気管切開を伴う人工呼吸器による呼吸管理を行っている者

　　　　　　　（ⅱ）最重度の知的障がいのある者

　　　（２）　行動援護基準の別表に掲げる行動関連項目の合計点数が１５点以上である者。（平成18年9月29日 厚生労働省告示第543号）

　　エ　区分６に該当する利用者に対するサービス提供は、所定単位数の７．５／１００に相当する単位数を所定単位数に加算

　　オ　利用者に対して、外出時における移動中の介護を行った場合に、移動中の介護に要する時間で所定単位数を算定する。

　　カ　１日に複数回の移動介護を行う場合には、１日分の所要時間数を通算した時間数で算定する。

　　キ　２人の重度訪問介護従業者により移動介護を行う場合であっても、移動介護加算については、１人分のみ算定する。
	□
	□

	行動援護

サービス費
	○　下記の内容に留意し、所定単位数を算定している。
　　ア　行動援護従事者養成研修を修了したヘルパーは、知的障がい者・児・精神障がい者の福祉に関する事業（直接処遇に限る）の従事期間により算定単位数等が異なる

ⅰ　２年以上の従事　
所定単位数
ⅱ　１年以上２年未満の従事
所定単位数の７０／１００に相当する単位数
ⅲ　１年未満の従事
サービス提供できない
　　イ　１日１回の算定とする。
	□
	□

	☆　減算対象ヘルパー（３級ヘルパー等の減算）に
ついて
	○　下記の内容に留意し、所定単位数を算定している。
　　ア　居宅介護（重度訪問介護、行動援護）計画上、減算対象ヘルパー等が派遣されることとされている場合に、事業所の事情により減算対象ヘルパー等以外のヘルパーが派遣される場合については、減算対象ヘルパー等が派遣される場合の単位数を算定する。

　　イ　居宅介護（重度訪問介護、行動援護）計画上、減算対象ヘルパー等以外のヘルパーが派遣されることとされている場合に、事業所の事情により減算対象ヘルパー等のヘルパーが派遣される場合については減算対象ヘルパー等が派遣される場合の単位数を算定する。
	□
	□


　

　

　

　

	項　　目
	実施状況

	
	適
	不適

	居宅介護
サービス費の所要時間の
取扱い
	○　下記の内容に留意し、所定単位数を算定している。
　ア　居宅サービス費の算定について

　　　居宅介護の提供に当たっては、具体的なサービスの内容を記載した居宅介護計画に基づいて行われる必要がある。

　　当該居宅介護計画を作成するに当たって、支給量が30分を単位として決定されることを踏まえ、決定された時間数が有効に活用されるよう、利用者の希望等を踏まえることが必要である。

　　　また、指定居宅介護等を行った場合には、実際に要した時間により算定されるのではなく、当該居宅介護計画に基づいて行われるべき指定居宅介護等に要する時間（標準的な時間）に基づき算定されることに留意する必要がある。

　　　なお、当初の居宅介護計画で定めたサービス提供内容や提供時間が、実際のサービス提供と合致しない場合には、速やかに居宅介護計画の見直し、変更を行うことが必要である。

　イ　基準単価の適用について

　　　居宅介護計画上のサービス提供時間と実際のサービス提供時間に大幅な乖離があり、かつ、これが継続する場合は、当然に居宅介護計画の見直しを行う必要がある。

　ウ　居宅介護の所要時間

　　（１）　居宅介護の報酬単価については、短時間に集中して支援を行うと言う業務形態を踏まえて、所要時間30分未満の身体介護中心型など短時間サービスが高い単価設定になっているが、これは、１日に複数回の短時間の訪問をすることにより、在宅介護のサービスの提供体制を強化するために設定されているものであり、利用者の生活パターンに合わせて居宅介護を行うものである。したがって、単に１回の居宅介護を複数回に区分して行うことは適切ではなく、1日に居宅介護を複数回算定する場合にあっては、概ね２時間以上の間隔をあけなければならないものとする。別のサービス類型を使う場合は、間隔が２時間未満の場合もあり得るが、身体介護中心型30分→連続して家事援助中心型30分→連続して身体介護中心型など、別のサービス類型と併せて、身体介護中心型を複数回算定することは、サービスの趣旨とは異なる不適切な運用であり、この場合、前後の身体介護を１回として算定する。なお、身体の状況等にから、短時間の訪問を繰り返し、複数回の身体介護を行わなければならない場合や、別の事業者の提供する居宅介護との間隔が2時間未満である場合はこの限りではない。

　　（２）　一人の利用者に対して複数のヘルパーが交代して居宅介護を行った場合も、１回の居宅介護としてその合計の所要時間に応じた所定単位数を算定する。ただし、それぞれ算定する単位数が異なるヘルパーである場合にあっては、それぞれのヘルパーごとに所定単位数等を算定する。

　　（３）　所要時間３０分未満で算定する場合の所要時間は２０分程度以上とする。
	□
	□


　
　
　
　

　

　

　

	項　　目
	実施状況

	
	適
	不適

	重度
訪問介護
サービス費の所要時間の取扱い
	○　下記の内容に留意し、所定単位数を算定している。
　ア　重度訪問介護サービス費の算定について

　　　重度訪問介護の提供に当たっては、具体的なサービスの内容を記載した重度訪問介護計画に基づいて行われる必要がある。

　　　重度訪問介護計画を作成するに当たって、支給量が１時間を単位として決定されることを踏まえ、決定された時間数が有効に活用されるよう、利用者の希望等を踏まえることが必要である。

　　　また、指定重度訪問介護等を行った場合には、実際に要した時間により算定されるのではなく、当該重度訪問介護計画に基づいて行われるべき指定重度訪問介護等に要する時間（標準的な時間）に基づき算定されることに留意する必要がある。

　　　なお、当初の重度訪問介護計画で定めたサービス提供内容や提供時間が、実際のサービス提供と合致しない場合には、速やかに重度訪問介護計画の見直し、変更を行うことが必要である。

　イ　基準単価の適用について

　　　重度訪問介護計画上のサービス提供時間と実際のサービス提供時間に大幅な乖離があり、かつ、これが継続する場合は、当然に重度訪問介護計画の見直しを行う必要がある。

　ウ　重度訪問介護の所要時間

　　（１）　重度訪問介護については、同一箇所に長時間滞在しサービス提供を行うという業務形態を踏まえ、同一の事業者が、１日に複数回の重度訪問介護を行う場合には、１日分の所要時間を通算して算定する。この場合の１日とは、０時から２４時までを指すものであり、翌日の０時以降のサービス提供分については、所要時間１時間から改めて通算して算定する。また、１日の範囲内に複数の事業者が重度訪問介護を行う場合には、それぞれの事業者ごとに１日分の所要時間を通算して算定する。
　　　（例）１日に、所要時間３時間３０分、３時間３０分の２回行う場合
　　　　　→　通算時間　３時間３０分＋３時間３０分＝７時間
　　　　　→　算定単位　「所要時間６時間以上７時間未満の場合」
　　（２）　１回のサービスが午前０時をまたいで２日にわたり提供される場合、午前０時が属する１時間の範囲内における午前０時を超える端数については、１日目の分に含めて算定する。
　　　（例）２２時３０分から１時３０分までの３時間の連続するサービス
　　　　ⅰ　２２時３０分から０時３０分までの時間帯の算定方法
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　→　１日目分２時間として算定
　　　　ⅱ　０時３０分から１時３０分までの時間帯の算定方法
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　→　２日目分１時間として算定
　　（３）　所要時間１時間未満で算定する場合の所要時間は４０分程度以上とする。

　エ　移動介護加算について
　　（１）　移動介護については、外出に係る移動時間等が長時間になった場合でも大きく変わる支援内容ではないことから、４時間以上実施される場合は一律の評価としているものである。このため、１日に、移動介護が４時間以上実施されるような場合にあっては、「所要時間３時間以上の場合」の単位を適用する。
　　（２）　同一の事業者が、１日に複数回の移動介護を行う場合には、１日分の所要時間を通算して報酬算定する。また、１日に複数の事業者が移動介護を行う場合には、それぞれの事業者ごとに１日分の所要時間を通算して算定する。
　　（３）　２人の重度訪問介護従業者により移動介護を行う場合であっても、移動介護加算については、１人分のみ算定する。
	□
	□


　
　
　
　
　
	項　　目
	実施状況

	
	適
	不適

	行動援護
サービス費の所要時間の取扱い
	○　下記の内容に留意し、所定単位数を算定している。
　ア　行動援護サービス費の算定について

　　　行動援護の提供に当たっては、具体的なサービスの内容を記載した行動援護計画に基づいて行われる必要がある。

　　　行動援護計画を作成するに当たっては、支給量が３０分を単位として決定されることを踏まえ、決定された時間数が有効に活用されるよう、利用者の希望等を踏まえることが必要である。

　　　また、指定行動援護等を行った場合には、実際に要した時間により算定されるのではなく、当該行動援護計画に基づいて行われるべき指定行動援護等に要する時間（標準的な時間）に基づき算定されることに留意する必要がある。

　　　なお、当初の行動援護計画で定めたサービス提供内容や提供時間が、実際のサービス提供と合致しない場合には、速やかに行動援護計画の見直し、変更を行うことが必要である。

　イ　基準単価の適用について

　　　行動援護計画上のサービス提供時間と実際のサービス提供時間に大幅な乖離があり、かつ、これが継続する場合は、当然に行動援護計画の見直しを行う必要がある。

　　　行動援護で提供されるサービスは、その性格上、一般的に半日の範囲内にとどまると想定されるが、５時間以上実施されるような場合にあっては、「４時間３０分以上の場合」の単位を適用する。

　　　また、行動援護は、主として日中に行われる外出中心のサービスであることから、早朝・夜間・深夜の加算は算定されないので留意されたい。

　ウ　その他

　　（一）　行動援護は１日１回しか算定できないものとする。

　　（二）　行動援護の支給については、行動援護計画に沿ったものとし、突発的なニーズに対する支給は想定していない。
	□
	□

	２人の従業者による指定居宅介護（重度訪問介護、行動援護）の算定
	○　下記の内容に留意し、所定単位数を算定している。
　・　別に厚生労働大臣が定める要件を満たす場合であって、同時に２人の従業者が１人の利用者に対して指定居宅介護（重度訪問介護、行動援護）等を行ったときは、それぞれの従業者が行う指定居宅介護（重度訪問介護、行動援護）等につき所定単位数を算定すること。
	□
	□

	早朝加算

夜間加算

深夜加算
取扱
	○　下記の内容に留意し、所定単位数を算定している。　　　※行動援護除く
　ア　夜間又は早朝に指定居宅介護を行った場合は、それぞれ該当するサービスコード表よりサービスコード単位数を抽出し使用する。

　　　早朝：６時～８時、日中：８時～１８時、夜間：１８時～２２時、

　　　深夜：２２時～６時

　イ　原則として、実際にサービス提供を行った時間帯の算定基準により算定されるものであること。ただし、基準額の最小単位（居宅介護は最初の３０分、重度訪問介護は最初の１時間）までは、サービス開始時刻が属する時間帯の算定基準により算定すること（サービス開始時刻が属する時間帯におけるサービス提供時間がごくわずかな場合（居宅介護は１５分未満、重度訪問介護は３０分未満）には、多くの時間を占める時間帯の算定基準により算定すること）。

　ウ　通院等乗降介助については、サービス開始時刻が属する時間帯の算定基準により算定すること（サービス開始時刻が属する時間帯におけるサービス提供時間（運転時間を除く）が１５分未満である場合、多くの時間（運転時間を除く）を占める時間帯の算定基準により算定すること）。
	□
	□


　

　

　
　

　

　

　
	項　　目
	実施状況

	
	適
	不適

	利用者負担上限額管理加算の取扱い
	○　下記の内容に留意し、上限管理加算の取り扱いを行っているか。
　ア　指定障がい福祉サービス、身体障害者福祉法による指定施設支援又は知的障害者福祉法による指定施設支援のうち２以上のサービスを利用している利用者から指定障がい福祉サービス基準第22条の規定により利用者負担額等の管理を依頼され、利用者負担額等の管理を行った場合には、１月につき１５０単位を加算すること。
　イ　「利用者負担額等の管理を行った場合」とは、利用者負担額が負担上限月額を超える場合に生ずる事務を行った場合をいうものであるので、一月の利用者負担額の合計が負担上限月額を超過していない場合は算定しないこと。

　　　※　（利用者負担上限額結果票の）利用者負担上限額管理結果が「３」である場合が、「利用者負担額等の管理を行った場合」に該当する。

　　　【利用者負担上限額管理結果】

　　　　「１」・・・　管理事務所で利用者負担額を充当したため、他事業所の利用者負担は発生しない。

　　　　「２」・・・　利用者負担額の合算額が、負担上限月額以下のため、調整事務は行わない。

　　　　「３」・・・　利用者負担額の合算額が、負担上限月額を超過するため、下記のとおり調整した。
	□
	□


　
　
　
　
　

　

	項　　目
	実施状況

	
	適
	不適

	サービス種類相互の算定関係
	○　利用者が複数の障がい福祉サービスを利用している場合には、下記の内容に留意し、取り扱いを行っているか。
	□
	□

	
	居宅介護
	・　利用者が居宅介護以外の障がい福祉サービスを受けている間（経過的居宅介護利用型共同生活介護サービス費を受けている場合を除く）若しくは旧法施設支援を受けている間又は児童福祉施設に入所（通所による通所も含む）している間は、居宅介護サービス費は算定しない。
	
	

	
	重度

訪問
介護
	・　利用者が重度訪問介護以外の障がい福祉サービスを受けている間（の経過的居宅介護利用型共同生活介護サービス費を受けている間を除く。）又は旧法施設支援を受けている間は、重度訪問介護サービス費は、算定しない。
	
	

	
	行動
援護
	・　利用者が行動援護以外の障がい福祉サービスを受けている間若しくは旧法施設支援を受けている間又は児童福祉施設に入所（通所による入所を含む。）している間は、行動援護サービス費は、算定しない。
	
	

	
	・　サービス種類相互の算定関係について

　介護給付費等については、同一時間帯に複数の障がい福祉サービスに係る報酬を算定できないものであること。例えば、生活介護、児童デイサービス、自立訓練（生活訓練）、就労移行支援、就労継続支援Ａ型又は就労継続支援Ｂ型（以下、日中活動という。）を受けている時間帯に本人不在の居宅を訪問して掃除等を行うことについては、本来、居宅介護の家事援助として行う場合は、本人の安否確認Ｃ、健康チェック等も併せて行うべきものであるから、居宅介護（家事援助が中心の場合）の所定単位数は算定できない。
	
	

	同時に支給決定できるサービスの組み合わせ（併給関係）
	（基本的な考え方）

●　障がい者の個々のニーズや地域におけるサービス提供基盤は多様であること、さらに、日額報酬化に伴い、報酬の重複なく、様々なサービスを組み合わせることが可能となったことから、原則として併給できないサービスの組み合わせは特定せず、報酬が重複しない利用形態であるならば、障がい者の自立を効果的に支援する観点から、市町村が支給決定時にその必要性について適切に判断し、特に必要と認める場合は、併給を妨げないものとする。

（具体的な運用）

●　重度訪問介護は、身体介護や家事援助等の援助が断続的に行われることを総合的に評価して設定しており、同一の事業者がこれに加えて身体介護及び家事援助等の居宅介護サービス費を算定することはできない。

●　障がい者支援施設若しくは旧法指定施設に入所する者が一時帰宅する場合は、通常、受け入れ体制が確保されていることが想定されるが、市町村が特に必要と認める場合は、施設入所にかかる報酬が全く算定されない期間中に限り、訪問系サービス及び日中活動サービス（旧体系の施設入所者に限る）について支給決定を行うことは可能である。

　　※　一時帰宅中に係る本体報酬又は外泊時の報酬が算定される期間において、一時帰宅中の入所者に対し当該施設の負担において指定居宅介護事業者と委託契約を結んで、居宅介護等を提供することは差し支えない。
	
	


　

　

　

　

　

　

◎　そ　の　他
	項　　目
	実施状況

	
	ある
	ない

	１

サービス提供拒否及び

提供困難時の対応
	（１）　サービスの提供を拒否したことがあるか。
	□
	□

	
	　ア　拒否したことがある場合、その具体的理由
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

	
	　イ　拒否したことがある場合、それに対する具体的対応方法
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

	２

秘密保持等
	（１）　従業者に対し、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、講じている措置はあるか。
	□
	□

	
	　ア　講じている措置の具体的内容

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

	３

苦情処理
	（１）　提供したサービスについて、利用者又はその家族から苦情があったか。
	□
	□

	
	　ア　苦情があった場合、その具体的内容

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

	
	　イ　上記「ア」に対する具体的対応方法

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


　

	項　　目
	実施状況

	
	ある
	ない

	４

サービスの質の向上
	（１）　提供するサービスについて、その質の向上及び改善のために講じている方策はあるか。
	□
	□

	
	　ア　サービスの質の向上及び改善のための具体的方策

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

	５

研修機会の

確保
	（１）　従業員等の資質の向上等のための研修の機会はあるか。
	□
	□

	
	　ア　研修の実施（予定）状況

区分

実施（予定）
年月日

参加（予定）
者数

研　修　内　容

所内研修

所外研修

　


　
　
　

　

　

【 添　付　書　類 】　１～１４
	添付書類名
	提出に係る留意事項
	チェック

	１
	重要事項説明書
	　未使用のもの
（通常の重要事項説明書に加えて、点字版、録音テープ、拡大文字版やルビ版等、利用者の障がいの特性に応じた重要事項説明書について確認できるものの写真を添付してください。）
	□

	２
	契約書
	　未使用のもの
（通常の契約書に加えて、点字版、録音テープ、拡大文字版やルビ版等、利用者の障がいの特性に応じた契約書について確認できるものの写真を添付してください。）
	□

	３
	利用契約における

個人情報使用同意書
	　未使用のもの
	□

	４※
	契約内容報告書
	　「７」で抽出した利用者のもの
	□

	５
	介護給付費・訓練等

給付費等請求書
	　「７」で抽出した利用者のもの
	□

	６※
	介護給付費・訓練等

給付費等明細書
	　「７」で抽出した利用者のもの
	□

	７※
	サービス
提供実績記録票
	　サービス提供実績（時間）の最も多い利用者に係るもの（１名分）
（平成　　年　　月分）
「４　契約内容報告書」、「５　介護給付費・訓練等給付費等請求書」、「６　介護給付費・訓練等給付費等明細書」、
（「７　サービス提供記録票」、）

「８　利用者調査票１・２」、「９　居宅介護計画書、手順書」、
「１０　サービス提供に関する記録」、
「１１　利用者又は扶養義務者等に対して交付している請求書及び領収書」及び
「１２　市町村から受領（法定代理受領）した介護給付費に係る利用者に対する通知（控え）」において同じ。
	□

	８※
	利用者調査票１・２
	　「７」で抽出した利用者のもの
	□

	９※
	居宅介護計画書、

手順書
	　「７」で抽出した利用者のもの
	□

	１０

※
	サービス提供に
関する記録
	　「７」で抽出した利用者のもの
	□

	１１
※
	利用者又は扶養義務者等に対して
交付している
請求書及び領収書
	　「７」で抽出した利用者のもの

（利用者負担額に係るものと通常の事業の実施地域を超えてサービスの提供を行う場合のヘルパーの交通費実費分等にかかるものを区別している場合は、それぞれ１部）
	□

	１２

※
	市町村から受領
（法定代理受領）
した支援費に係る
利用者に対する通知
	　「７」で抽出した利用者のもの
	□

	１３
	事業所の広告
又はパンフレット等
	
	□

	１４
	運営規程
	
	□


　
【 添付書類を提出いただく際の留意点 】

　１．　Ａ４サイズにコピーしてください。

　２．　「※」印を付した「４　契約内容報告書」、「６　介護給付費・訓練等給付費等明細書」、「７　サービス提供記録票」、「８　利用者調査票１・２」、「９　居宅介護計画書、手順書」、「１０　サービス提供に関する記録」、「１１　利用者又は扶養義務者等に対して交付している請求書及び領収書」及び「１２　市町村から受領（法定代理受領）した介護給付費に係る利用者に対する通知（控え）」については、それぞれの書類中に記載されている「受給者証番号」、「支給決定障がい者等氏名」、「支給決定に係る障がい者氏名」、「利用者名」及び「住所」等の利用者（扶養義務者）等、個人を特定する内容をマジック又は修正液等で当該内容を判別できないようにして提出してください。

　
兼務している場合、兼務先の事業所の名称、職種を記入すること。





左表に時間数、人員数を記入し、必要数を算出すること。





左欄に人員数を記入すること。





各事項の有無について、該当する項目に「○」をすること。





各事項の有無について、該当する項目に「○」をすること。





各事項の有無について、該当する項目に「○」をすること。





各事項の有無について、該当する項目に「○」をすること。





各事項の有無について、該当する項目に「○」をすること。





各事項の有無について、該当する項目に「○」をすること。





各事項の適否について、該当する項目に「○」をすること。





各事項の有無について、該当する項目に「○」をすること。





各事項の有無について、該当する項目に「○」をすること。





各事項の有無について、該当する項目に「○」をすること。





各事項の有無について、該当する項目に「○」をすること。





各事項の有無について、該当する項目に「○」をすること。





各事項の有無について、該当する項目に「○」をすること。





各事項の有無について、該当する項目に「○」をすること。





左表に時間数を記入し、常勤換算人員を算出すること。





左表に、該当する資格者の有無と人員を記入すること。
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